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長
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理

森

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
積
立
金
の
低
格
付
債
や
株
式
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
積
立
金
の
低
格
付
債
や
株
式
運
用
の
実
態
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
平
成
二
十
七
年
十
月
以
前
か
ら
、

年
金
積
立
金
を
ギ
リ
シ
ャ
国
債
で
運
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。

二
に
つ
い
て

Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
運
用
状
況
の
公
表
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
お
い
て
、
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に
留
意
し
つ
つ
行

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
現
時
点
で
、
年
金
積
立
金
を
ギ
リ
シ
ャ
国
債
で
運
用
し
て
い
る
事
実
」
に
つ
い

て
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
公
表
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十

日
の
時
点
で
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
低
格
付
債
の
運
用
に
関
す
る
説
明
の
中
で
ギ
リ
シ
ャ
国
債
で
の
運
用
は
し
て
い
な
い
旨
を
公
表
し

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
判
断
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
仮
定
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


